
別記様式（第５条関係） 

 

 

（表） 

第  号 

春日井市消費活動見守り推進員証 

        

氏名 

  年  月  日生 

 

春日井市消費活動見守り推進員で 

あることを証明する。 

 

  平成  年  月  日 

  春日井市長 伊 藤  太 

 

写 

真 

 

 

     

 

（裏） 

１ 本証は、調査を行う場合は必ず携帯しなければならない。 

２ 本証は、関係者の請求があったときは、これを提示しな 

ければならない。 

３ 本証の有効期限は、交付の日から２年とする。（ただし、 

中途委嘱者は、その委嘱の日から当該期の任期の末日ま 

でとする。） 

消費活動見守り推進員の任務 

⑴ 消費者行政の内容の周知をはかり、消費生活講座の講 

師として活動すること。 

⑵ 消費者アンケート等を実施すること。 

⑶ 意見、苦情、要望の情報提供をすること。 

⑷ 地域の消費者活動を指導すること。 

 

 

 

備考   用紙の大きさは縦６０ミリメートル、横９０ミリメートルとする。 

     写真貼付欄の大きさは、縦３５ミリメートル、横２５ミリメートルとする。 


